
平成３０年度第１回幌加内町総合教育会議 

 

 

 

１．開催年月日    平成３１年３月２８日（木） 

 開会：午後３時００分 閉会：午後３時２０分 

 

２．開 催 場 所    生涯学習センター「アトリエ」 

 

３．出 席 者    幌加内町      町 長  細 川 雅 弘 

           幌加内町教育委員会 教育長  小野田 倫 久 

               〃     委 員  笠 井 三 貴 

               〃     委 員  川 原   誠 

               〃     委 員  杉 山   守 

 

４．欠 席 者    な し 

 

５．事務局等出席者  幌加内町教育委員会 教育次長   清 原 吉 典 

               〃     学務課長   内 山   渉 

               〃     社会教育課長 加 藤 洋 恵 

 

６．議題 

  １．平成３１年度教育行政の大綱について 

  ２．今後のスケジュールについて  



７．議事の経過 

開会 午後３時００分 

清原次長 

 

 

 

 

細川町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清原次長 

 

 

 細川町長 

 

 

 

 

 

ただ今より、平成 30年度第 1回幌加内町総合教育会議を開会いたします。 

本会の開催については、設置要綱第５条に規定により会議を公開することにな

りますのでご理解願います。 

それでは、開会にあたり、細川町長より挨拶をお願いいたします。 

 

幌加内町総合教育会議の開催にあたりまして、一言挨拶を申し上げます。 

本日は、お忙しい中教育委員の皆様にご参集いただき誠にありがとうございま

す。 

 平成３１年度の教育関係の予算についてですが、本年度は町長選挙が控えて

おりますので、平成 31 年度の予算は骨格予算として編成しております。新規の

政策的な予算については選挙後編成をさせて頂きますのでご理解願います。 

しかしながら、対応を急がなければならない事業については、当初予算に盛り

込んだところです。 

町の財政状況についてですが、歳入予算の概要として、総務省の地方財政計画

では地方交付税の出口ベースで 1.1％の増ではありますが、臨時財政対策債にお

いては 18.3％の減となっており、厳しい計画となっております。 

今後とも町としましても、少子・高齢化などの教育環境をとりまく社会変化に

対応するべく教育・文化が衰退しないよう、町と教育委員会が共に連携し充実を

図ってまいります。 

本日の議題についても、次年度に向けた教育行政の大綱の提案でございます。

忌憚のないご意見をいただき、平成３１年度以降に向けての教育行政の発展に役

立たせたいと感じているところであります。 

最後になりますが、教育委員の皆様におかれましては、日頃より子ども達への

教育の充実や生涯教育の推進にご尽力を賜っておりますことを心から感謝申し

上げ、開会にあたっての挨拶といたします。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 それでは議題に入りますが、ここからは細川町長の進行で進めて参りますので

よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、議案に沿って進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

議題１「平成３１年度教育行政の大綱について」の説明をお願いします。 

 

 

 



 

 清原次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 細川町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 細川町長 

 

 

 

 細川町長 

 

 

 細川町長 

 

 

教育行政の大綱については、毎年この時期の総合教育会議において決定している

ところでございますが、学校教育、社会教育の現在の計画であります「学校教育推進

計画」、「第9次社会教育中期計画」を持って、教育行政の大綱と決定しているとこ

ろであり、平成３１年度の教育行政の大綱についても同様の考えで提案したいと考

えております。 

資料１の「学校教育推進計画」については、平成28年度から平成32年度までの5ヵ

年の計画期間として、策定にあたっては、校長会、教頭会において内容を精査し、国

の動向や道の計画を網羅し、近年の社会情勢に対応した計画となっております。 

資料２の「社会教育中期計画」については、平成27年度から平成31年度までの5カ

年間の計画期間として、社会教育、社会体育、家庭教育等の各分野を網羅しており、

社会教育委員会議の協議を得て策定したものでございます。 

計画の詳細については、教育委員会議においても説明済みでございますので説明

を省略し概要説明とさせていただきます。 

以上のことから、「学校教育推進計画」、「社会教育中期計画」を平成３１年度の

教育行政の大綱と定めたいと考えておりところであります。 

以上で幌加内町教育に関する大綱についての説明を終わります。 

 

ただいま事務局から「平成３１年度の教育に関する大綱の策定について」の説明を

しました。 

「学校教育推進計画」、「社会教育中期計画」については、教育委員会の所管する教育

行政の全般にわたって充実した内容と考えております。町の総合振興計画とも整合

性が図られ、合致しているものと感じております。 

只今説明のあった「学校教育推進計画」、「社会教育中期計画」をもって、平成３１

年度の首長が定める大綱に代えることが最も適当であると判断しています。このよ

うな考え方でよろしいかご意見をお伺いいたします。 

 

（なしの声） 

 

 意見なしと認めます、異議はございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認め、平成３１年度の「教育行政の大綱の策定について」は「学校

教育推進計画」、「社会教育中期計画」を大綱と位置づけることに決定しました。 

 

 次に、協議第２号「今後のスケジュールについて」の説明を求めます。 

 



 

 清原次長 

 

 

 

 

 

 

 細川町長 

 

 

 

 細川町長 

 

 

 

 

 細川町長 

 

 

 細川町長 

 

 

 

 

 

 細川町長 

 

 今後の総合教育会議の開催については、改正法に規定されております、教育の

条件整備など重点的に講ずべき施策や児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の

場合に講ずべき措置など、協議する事案があった場合、緊急的に会議を開催する

ことになります。 

特に緊急的な事項が無い場合は、教育行政の大綱を決定する会議を年１回程度

開始することとしております。以上です。 

 

 説明が終わりました、何かご質問はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

 ございませんので、以上で「今後のスケジュールについて」の協議を終結いた

します。本件は概ねこのようにすすめさせていただくことで異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしと認め、本件につきましては、概ねこのように進めさせていただくこ

とに決定いたしました。 

 

 次に、その他についてですが、事務局からは特にありませんが、委員のみなさ

まがたから何かございませんか。 

 委員の皆様方から何かございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 その他、ございませんので、以上で「その他」の協議を終わります。以上で本

日の協議事項は全て終わりました。これをもちまして、平成３０年度第１回幌加

内町総合教育会議を閉会いたします。 

 大変ご苦労様でした。 

 

 

閉会時間 午後３時２０分 

 

 


